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国有企業における経営者の能力・努力と経営効率
中国鉄鋼企業に関する実証研究
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は じ め に

国有企業の改革は20年以上の歳月を経過した

が，この間，経営自主権の拡大や経済の市場化

が進み，国有企業は従来の計画経済に適する 国

営企業 から，市場経済に適する本当の意味で

の 企業 に徐々に近づいてきた。このような

改革の進展に伴って，国有企業は大きく成長し，

1978年と比べて，99年の実質工業総生産高は4倍

になった(注１)。しかし，量的な拡大にもかかわ

らず，非国有企業との激しい競争の中で，国有

企業の生産および経営面における相対的非効率

性がむしろ一層顕著になった。その理由につい

て，中国内外で様々な議論が展開されてきたが，

近年とりわけ注目されるのは経営者の役割であ

る(注２)。

計画経済の時代には，国有企業の生産と経営

活動は政府の指令に基づいて行われていたため，

経営者個人が企業の生産および経営効率に与え

る影響は非常に限られていた。しかし，企業の

経営自主権が大きく拡大した今日において，生

産，販売，投資，製品開発などすべての意思決

定は，不完全ながらも経営者によって下される

ようになり，経営者の役割は従来と比べ格段に

高まってきた。市場が瞬時に変化するため，経

営者の判断ひとつで企業の生死が決まると言っ

ても過言ではない。そのため，有能な人材を経

営者に抜擢し，抜擢された経営者のやる気を最

大限に引き出すことができるかどうかは，企業

の生産および経営効率を高め，激しい市場競争

の中で生き残る最も重要な鍵であると言えよう。

国有企業改革における経営者問題の重要性に

ついては，すでに一部の研究によって指摘され

［鄭 1998；賀 1999；趨 1999；遅・陳 2000；李由

2000］，これまで少なからず理論的研究と実態調

査が行われてきた［張 1995；1999；周 2000；今井

2000；李新春 2000；中国企業家調査系統 2000］

(注３)。しかし，経営者の特質と企業の経営効率

との関係に関する実証研究は極めて不足してい

るのが実状である。そのため，経営者の特質は

企業の経営効率にどのように影響するのか，ま

た，非国有企業と比べ国有企業における経営者

問題の本質は一体何なのか，などについて依然

として解明されなかった。本研究の目的は，企

業理論から出発し，中国鉄鋼企業を対象に独自

に収集した企業別のパネル・データに基づいて，

国有企業における経営者問題の本質を実証的に
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解明することである。

続く第 節では，標本企業における経営者の

個人的情報と企業の経営状況について概観し，

国有企業の経営者の特質を示す。第 節では，

企業理論の観点から国有企業の特徴を議論し，

前節の調査結果を踏まえた上で，国有企業にお

ける経営者問題の本質に関する仮説を提起する。

第 節では，利潤率関数を計測し，前節で提起

した仮説を検証する。最後に，本論文の結論を

述べる。

経営者の特質と企業の経営状況

経営者の特質として経営能力と経営努力の２

つの側面が えられる。バーナードによれば，

経営者の個人的能力として 一般的な機敏さ，

広い関心，融通性，適応能力，平静，勇気など

を含んだ，かなり一般的な能力 と 特殊的な

資質とか習得技術に基づく専門能力 がある［バ

ーナード 1995，232］。前者は生まれつきの能力で

あり，後者は教育や訓練などによって得られる

能力であると解釈することができる。他の条件

が同じであれば，経営能力の高い経営者の経営

パフォーマンスが高いと えられる。これに対

して，経営努力とは経営者の持っている経営能

力が経営活動に投入される度合いであり，経営

能力が同じであれば，経営者の経営努力の大き

い企業の経営効率が高いと えられる(注４)。ま

た，改革途中の中国においては，政府，企業内

の党組織や従業員との関係（以下では 経営環境

(注５)と呼ぶ）が経営者の能力や努力の発揮に影

響するものと予想され，これらの要因も 慮す

る必要がある(注６)。

しかし，経営者の能力や努力を直接観察する

ことができないのが本研究の最大の難関である

(注７)。そのため，本研究では，経営者の特質を

表わす様々な間接的指標を用いて議論せざるを

得ない。また，経営者とは本来企業の意思決定

に参加する複数のメンバーであると えるべき

であるが，調査と分析の都合上，企業の総経理

または工場長に限定しなければならない。この

ようなことから，本研究で得られる結論につい

て一定の留保が必要である。しかし，他の経営

幹部と比べ，総経理や工場長は企業の生産や経

営活動に最も大きな影響を及ぼすことは言うま

でもない。その意味で，総経理や工場長を対象

とする分析は，経営者問題を える上で無意味

ではなかろう。

１．データ

ミクロデータを用いて企業の経営効率を分析

する場合，企業がどのような産業に属するかは

常に大きな問題である。それは産業が異なれば，

企業の直面する市場的，技術的，そして政策的

環境が異なる可能性が大きいからである。この

ような要因の企業の経営効率への影響を取り除

くために，本研究では，分析対象を鉄鋼業に限

定し，企業調査を行った。まず，鉄鋼企業が比

較的集中している遼寧省，河北省，江蘇省と四

川省の合計20社の企業を訪問し，そこで得た情

報を元に，アンケート調査表を作成し中国の関

係機関に依頼した。調査対象企業には国有企業

の他，都市集団企業，郷村企業（郷鎮企業のう

ち，郷営，鎮営および村営の企業を指す），株式企

業，三資企業と私営企業が含まれている。調査

対象期間は1995年から99年までの５年間である。

アンケートは合計200以上の企業に配布したが，

最終的には150社から回答が得られ，そのうち132

社がすべての年次について比較的詳しく回答し

国有企業における経営者の能力・努力と経営効率
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てくれた。その内訳は表１に示される通りであ

る。

まず，地域別に見ると，江蘇省は43社，河北

省は47社，遼寧省は29社，四川省は13社である。

また，所有制別に見ると，1995年では，国有企

業は42社，都市集団企業は15社，郷村企業は42

社，株式企業は14社，三資企業は12社，私営企

業は７社となっているが，その後企業制度が大

きく変わり，1999年になると，同じ所有形態の

企業はそれぞれ35社，13社，27社，33社，10社

と14社となった。この間，国有と集団所有の企

業が減少し，代りに株式企業と私営企業が大幅

に増加した。ただし，所有形態間の標本数のバ

ランスを 慮して，以下の議論では，1999年の

所有形態を基準に標本企業を分類した。

２．年齢と在職年数

中国では，２つの理由から，年齢が国有企業

経営者の努力と強く関連する重要な指標である

と えられる(注８)。ひとつは，日本ほどではな

いが，年功序列的な伝統のある中国社会におい

て，若い人が経営者に選ばれた場合，周りの人

たちは必ずしも納得するとは限らない。そのた

め，彼らは自らの地位を確立するためにも一生

懸命努力し，皆に認められるような実績を作り

あげねばならない。もうひとつは，国有企業の

経営者は公務員であり，原則として60歳で定年

を迎える。そのため，年齢の高い経営者は自分

の努力の成果（経済的利益や昇進の機会など）を享

表１ 標本企業の分布

（単位：社）

全標本 江蘇省 河北省 遼寧省 四川省

全標本 132 43 47 29 13

国有企業

1995年 42 11 13 13 ５

1999年 35 11 13 ９ ２

都市集団企業

1995年 15 ６ ４ ２ ３

1999年 13 ６ ３ １ ３

郷村企業

1995年 42 17 15 ８ ２

1999年 27 ７ 16 ３ １

株式企業

1995年 14 ３ ５ ３ ３

1999年 33 ９ ７ 10 ７

三資企業

1995年 12 ３ ７ ２ ０

1999年 10 ３ ５ ２ ０

私営企業

1995年 ７ ３ ３ １ ０

1999年 14 ７ ３ ４ ０

（出所）調査資料より作成。以下同じ。
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受する期間が短くなり，努力のもたらす将来収

益の現在価値が低下してしまう。これに対して，

若い経営者にとっては，企業が成長し多くの利

潤を生み出せば，自らの社会的地位や自由に支

配できる資金が増えるため，努力の将来収益の

現在価値が高い。このようなことから，若い経

営者は年輩の経営者より一生懸命努力するイン

センティブが高いと えられる。

表２に示されるように，1995年における標本

企業の経営者の平 年齢は48歳であり，決して

高いとは言えず，しかも，近年徐々に低下して

きている。所有形態別に見ると，国有企業と株

式企業の経営者の平 年齢が最も高いが，それ

でも日米上位企業の経営者の平 年齢と比べ非

常に若いと言える(注９)。その他の企業経営者の

平 年齢はいずれも40歳代であるが，都市集団

企業を除くと，いずれも上昇している。

一方，在職年数は経営者の能力と関連する指

標であると思われる。その理由のひとつは，経

営者の地位に長くいるほど企業に関する知識や

経験が多く蓄積され，経営者としての能力が高

まり，経営効率の向上にプラスの影響を及ぼす

可能性がある。もうひとつは，市場競争が激し

くなる中で，経営者を任命する立場にある機関

や個人は企業の生存と発展を図るために，業績

の良い企業の経営者を再任させる可能性がある

かもしれない［黄 2000］。

同じく表２からわかるように，全標本企業の

経営者の平 在職年数は1995年の4.7年から99年

の5.4年にまで伸びており，全体として経営者の

交代はそれほど頻繁ではないと読み取れる。所

有形態別にみると，国有企業と株式企業の経営

者の平 在職年数は５年またはそれ以上である

のに対して，その他の企業ではいずれもそれ以

下であり，とりわけ歴史の浅い郷村企業や三資

企業においては短い。また，その変動を見ると，

国有企業の経営者の平 在職年数が短くなった

のに対して，非国有企業のそれは逆に長くなっ

ている。

３．教育水準と専門領域

教育水準は経営者の能力と関連するもうひと

つの重要な指標である。高等教育が未発達な中

国において，短大や大学などの高度教育機関に

入れることは，それだけ知的能力を持っている

ことを表わしている。また，彼らは大学や短大

などで受けた教育によって，そうでない人より

知識や技術の吸収が速く，より適切な意思決定

表２ 経営者の年齢と在職年数

年齢

（歳）

在職年数

（年）

全標本

1995年 48.0 4.7

1999年 46.3 5.4

国有企業

1995年 50.2 5.0

1999年 47.5 4.3

都市集団企業

1995年 46.5 4.7

1999年 41.8 5.3

郷村企業

1995年 46.6 3.3

1999年 46.9 4.3

株式企業

1995年 50.2 5.8

1999年 47.0 6.2

三資企業

1995年 44.7 3.4

1999年 45.4 5.6

私営企業

1995年 43.6 4.7

1999年 46.6 6.1

国有企業における経営者の能力・努力と経営効率
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を行うことが可能であると えられる。ただし，

農村部においては，教育がより遅れているため，

短大や中等専門学校に入れることも知的能力が

高い証拠であると思われる。一方，経営者の持

っている専門知識も，企業の生産・経営活動に

影響を及ぼす可能性がある。例えば，冶金学を

専門とする経営者は生産プロセスや生産技術に

詳しく，逆に経済学や経営学を専門とする経営

者は経済環境の変化や市場の動向により敏感で

あるかもしれない。

表３には５段階に分けた経営者の教育水準が

示されている。全標本企業においては，半数以

上の経営者は短大およびそれ以上の学歴を持ち，

しかも，この５年間修士卒と短大卒が合計９ポ

イント上昇した。所有形態別にみると，国有企

業においては，短大およびそれ以上の学歴を持

つ経営者の割合は全体の平 を大きく上回る７

割に達しており，しかも，この間さらに大きく

向上した。三資企業においては，この比率は９

割に達しており最も高いが，株式企業のそれも

６割を越えている。これらの企業と比べ，都市

集団企業の経営者の学歴はかなり低く，郷村企

業の場合はさらに低い水準に止まっている。最

も教育水準の低いのは私営企業の経営者である。

表３ 経営者の教育水準

（％）

修士 大学 短大
高校･専

門学校

中学および

それ以下

全標本

1995年 ３ 27 23 29 18

1999年 ６ 27 29 24 14

国有企業

1995年 ６ 40 26 29 ０

1999年 ３ 57 29 11 ０

都市集団企業

1995年 ０ 23 15 31 31

1999年 ０ 15 38 31 15

郷村企業

1995年 ０ ４ 26 26 44

1999年 ０ ４ 26 41 30

株式企業

1995年 ３ 42 18 30 ６

1999年 18 33 24 21 ３

三資企業

1995年 10 40 40 10 ０

1999年 10 20 60 10 ０

私営企業

1995年 ０ ０ 14 43 43

1999年 ０ ０ 14 36 50
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この表からわかるように，国有企業，株式企業，

そして三資企業においては，高い教育を受けた

経営者を多く抱えているが，逆に農村部に立地

している郷村企業や私営企業の経営者の教育水

準は極めて低い。

経営者の専門領域は表４に示される通りであ

る。それによると，1995年においては，冶金学

を専門とする経営者は２割強であるが，他の理

工系を含めると36%の経営者は理工系の専門知

識を持っている。しかし，興味深いことに，そ

の割合はこの５年間低下している。これに対し

て，経済学と経営学の専門分野を持つ経営者の

割合は1995年の３分の１から大幅に上昇した。

市場経済化が進む中で，専門技術よりも市場動

向や経営管理と関連する経済学や経営学の知識

がより重要になってきたことを反映しているか

もしれない。所有形態別に見ると，1995年では，

国有企業，都市集団企業，株式企業における経

営者の専門領域は冶金学およびその他理工系と

経済学・経営学の間で，比較的 等に分布して

いるのに対して，三資企業は前者に，逆に郷村

企業と私営企業は後者に大きく偏っている。三

資企業では，先進技術が重要であるため，冶金

学を含む理工系出身者が求められるのに対して，

低い生産技術で国有企業と競争している郷村企

業や私営企業では，企業管理やマーケティング

表４ 経営者の専門領域

（％）

冶金学 他理工系 人文 経済学 経営学 その他

全標本

1995年 23 13 ２ 13 19 30

1999年 20 10 １ 21 23 27

国有企業

1995年 29 14 ６ ９ 23 20

1999年 29 14 ０ 26 20 14

都市集団企業

1995年 23 15 ０ 15 23 23

1999年 15 ８ ０ 23 38 15

郷村企業

1995年 ４ ４ ０ 22 22 48

1999年 ４ ４ ０ 22 26 44

株式企業

1995年 36 18 ３ 15 15 12

1999年 27 ９ ３ 24 30 12

三資企業

1995年 40 30 ０ 10 10 10

1999年 40 30 ０ 10 10 10

私営企業

1995年 ０ ０ ０ ０ 14 86

1999年 ０ ０ ０ ７ ７ 86

国有企業における経営者の能力・努力と経営効率
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がもっと重要であるのかもしれない。もうひと

つ注目すべきなのが その他 である。この中

には高卒や中卒など特定の専門領域のない経営

者が多く，学歴の低い郷村企業や私営企業の経

営者の多くがこの中に含まれている。

４．任命機関と兼職状況

一般的には，経営者は任命権を持つ機関や個

人に対して責任を持つため，誰によって任命さ

れたのかは経営目標や経営環境に影響すると

えられる。政府によって任命された経営者は政

府の意向や目的を意識しなければならず，政府

からの干渉も受けやすいと思われるが，政府以

外の機関や個人によって任命された経営者は，

利益を追求する動機がより強いと えられる。

表５では，経営者の任命機関の構造が示され

ている。1995年においては，全標本企業経営者

の約６割が上級党組織や政府主管部門（以下では

上級部門 と呼ぶ）によって任命されている。

他の４割は従業員代表大会や董事会（つまり，取

締役会），そして，董事会・政府などによって任

命されている。しかし，1999年になると，前者

が減少し，逆に後者が増加した。

所有形態別に見ると，国有企業と都市集団企

業では上級部門による任命が圧倒的に多い。現

表５ 経営者の任命機関

（％）

上級党

組織

上級主

管部門

従業員代

表大会
董事会

董事会決

定･上級

部門承認

その他

全標本

1995年 26 35 ５ 16 ７ 12

1999年 20 30 ５ 19 12 15

国有企業

1995年 29 60 ６ ３ ３ ０

1999年 26 54 ６ ６ ６ ３

都市集団企業

1995年 46 38 ８ ８ ０ ０

1999年 38 46 ８ ８ ０ ０

郷村企業

1995年 11 30 ４ 15 15 26

1999年 11 30 ０ 11 15 33

株式企業

1995年 39 30 ６ 15 ９ ０

1999年 27 18 ６ 24 27 ０

三資企業

1995年 ０ ０ ０ 90 10 ０

1999年 ０ ０ ０ 90 10 ０

私営企業

1995年 14 14 ０ ７ ０ 64

1999年 ０ ７ ７ 14 ０ 71
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代企業制度の導入が提唱されてから５年以上の

歳月が経ったものの，国有企業においては，経

営者の任命制度はほとんど変わらなかった。株

式企業に転換した企業の場合，経営者の任命は

上級部門から董事会に変わったものの，上級部

門の承認が必要とする場合を含めると，依然と

して７割近い経営者の任命に上級部門が関わっ

ている。このことから，国有企業と都市集団企

業，そして株式企業の経営者の任命権は依然と

して上級部門にあることがわかる。これに対し

て，郷村企業の場合，郷，村の党組織や政府に

よる任命は少なくないが，それ以外の形態も多

かった。三資企業のほとんどは董事会による任

命であるのに対して，私営企業の場合はほとん

どが董事会による任命か所有者による直接経営

であると思われる。

一方，企業の中では，経営者が生産と経営に

関する意思決定権を持つことは言うまでもない

が，その権限がどれほど強いかは，経営者と企

業内の党書記や董事長（つまり，取締役会長）な

ど他の企業幹部との力関係によるところが非常

に大きい。その意味で，兼職状況は経営者の企

業内における地位または経営環境と関連してい

る。経営者は党書記や董事長を兼任する場合，

それだけ権力が強いと えられる。この中で，

董事長は資本所有者の代表であるため，理論的

には経営者の能力と努力の発揮に不利な影響を

及ぼさないと思われるが，党書記は政治的要素

を優先する可能性があるため，経営者の能力と

努力の発揮に不利な影響を及ぼす可能性は否定

できない。一方で，経営者が党書記を兼任すれ

ば，党書記からの干渉や両者の対立を避けるこ

とが可能であるため，経営に有利に働く可能性

がある。

標本企業における経営者の兼職状況は表６に

示される通りである(注10)。全体的にみると，1995

年において，党書記を兼任する者が３割に達し

ているが，その後徐々に減少している。また，

未兼任の者も3割に達しており，これもわずかな

がら減少している。さらに，会社制度の導入を

反映して，董事長を兼任する割合が若干増えて

いる。

所有形態別にみると，1995年の時点では，国

有企業の経営者の４割以上が党書記を兼任して

いるが，都市集団企業では兼任者が最も多かっ

た。その後党書記の兼任が大幅に減少し，代り

に董事長の兼任が多くなった。株式企業の場合，

董事長の兼任が最も多く，その後さらに増えた

が，党書記の兼任が逆に少なくなり，代りに副

書記の兼任が多くなった。興味深いことは，三

資企業において党書記の兼任者がたいへん多い

ことである。このような兼任は利潤追及を目的

とする三資企業において，党の役割を強化する

ために行われるとは えにくく，党書記と経営

者との対立を避けるための手段として兼任させ

たのではないかと思われる。ただし，近年，こ

のような兼任も徐々に減少してきている。郷村

企業と私営企業の場合未兼任が最も多く，この

点で国有企業や都市集団企業と大きく異なって

いる。このことから，郷村企業と私営企業にお

いては，経営者の能力や努力がより自由に発揮

することができ，逆に国有企業をはじめとする

その他の企業の場合，何らかの形で党組織や政

府からの干渉を受けるかもしれない。

５．前職

経営者はそのポストに就任する前にどのよう

な職業に従事していたのだろうか。この指標は，

経営者の選任ルートを表わすと共にその経歴を

国有企業における経営者の能力・努力と経営効率



RYUU01 更新16回 2002年 3月12日 10頁

アジア経済3月号 論文 劉 徳強

も表わすもので，経営者の直面する経営環境と

関連する指標であると えられる。例えば，企

業内部から昇進した経営者の場合，企業におけ

る人間関係に関する長年の蓄積があるため，外

部から来た経営者よりスムーズに組織を運営で

きる可能性があると思われる。

表７に示されるように，全標本企業のうち，

企業内部からの登用はちょうど５割である。他

企業からの登用が２割を超えるが，上級部門の

官僚からの登用は意外と少なく，１割にも満た

なかった。国有企業についてみると，６割から

７割の経営者が企業内部からの昇進であり，他

企業からの派遣や上級部門からの登用はそれぞ

れ１割強で，補助的な役割しか果たしていない。

このことは都市集団企業や株式企業についても

基本的に同じである。しかし，郷村企業の場合

はこれと大きく異なっている。歴史が浅いこと

を反映して，企業内部からの昇進は３割以下で

あり，他企業や農民からの登用は６割を超えて

いる。三資企業についてみると，合弁や合作の

立役者の多くが政府関係者であることや合弁双

方の企業から経営者が任用されることを反映し，

上級部門の幹部と他企業の経営者が多く，逆に

企業内部からの昇進が少ない。私営企業の経営

者は農民個人や その他 が多い。 その他 の

中身は必ずしもはっきりしないが，他の企業の

表６ 経営者の兼職状況

（％）

党書記 党副書記 董事長 副董事長 兼任なし その他

全標本

1995年 30 10 18 ３ 30 20

1999年 23 14 25 ３ 27 18

国有企業

1995年 43 20 11 ０ 20 ９

1999年 34 26 14 ０ 23 11

都市集団企業

1995年 54 ８ 15 ０ 23 15

1999年 38 ８ 31 ０ 23 ８

郷村企業

1995年 19 ０ ７ ０ 59 22

1999年 19 ０ ７ ０ 56 26

株式企業

1995年 21 15 33 ３ 18 33

1999年 15 21 45 ９ ６ 24

三資企業

1995年 50 ０ 30 30 10 ０

1999年 30 10 40 10 10 ０

私営企業

1995年 ７ ０ 14 ０ 50 36

1999年 ７ ０ 21 ０ 50 29
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従業員が退職して企業を作ったケースが多いの

ではないかと えられる。

６．報酬額とその支払い方式

企業経営にとって，経営者の能力や経営環境

と共に，経営者のやる気は経営結果に重大な影

響を与えるものと思われる。経営者が一生懸命

努力する理由はさまざまある。国家や人民に奉

仕するために一生懸命努力する経営者もいれば，

与えられた機会を利用して一大事業を成し遂げ

ようとする経営者もいる。そして，経営の成功

によって名声を挙げ，自らの政治的，社会的地

位を高めようとする経営者も決して少なくない。

しかし，こうした目的は決して経営者が自らの

金銭的利益に無関心であることを意味しない。

とりわけ物質的欲求が長年抑えられ，社会主義

的イデオロギーに基づく奉仕精神がなくなりつ

つある中国においては，金銭的な報酬は経営者

のやる気を高める唯一の手段ではないものの，

最も重要な手段のひとつであることには変わり

はなかろう。

しかし，中国の経営者が実際に受け取る報酬

を正確に摑むことは恐らく不可能である。名目

賃金が制度的，道徳的に抑えられている中で，

多くの経営者は様々な形で金銭的と非金銭的，

表７ 経営者に就任する前の身分

（％）

上級部門

の幹部

企業の上

層管理者

中間

管理者

他企業の

経営者
農民 その他

全標本

1995年 ８ 39 11 22 11 ９

1999年 ６ 41 ９ 23 12 ９

国有企業

1995年 11 57 11 14 ０ ６

1999年 11 51 11 14 ０ 11

都市集団企業

1995年 ８ 38 23 15 ０ 15

1999年 ０ 54 15 23 ０ ８

郷村企業

1995年 ４ 26 ０ 33 30 ７

1999年 ４ 26 ４ 30 37 ０

株式企業

1995年 ０ 55 18 21 ３ ３

1999年 ０ 58 12 24 ３ ３

三資企業

1995年 40 10 ０ 50 ０ ０

1999年 30 20 ０ 50 ０ ０

私営企業

1995年 ０ ７ ７ ７ 43 36

1999年 ０ ７ ７ ７ 36 43

国有企業における経営者の能力・努力と経営効率
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合法的と非合法的な報酬を受け取っていること

は周知の事実である。それに在職消費などを加

えると，経営者の実質的報酬額はかなり大きい

ものになっていると えられる(注11)。しかし，

公式の調査に表われるのは，あくまで経営者の

合法的な名目賃金だけであることに留意された

い。

それでは，経営者のこのような名目報酬はど

れほどあるだろうか。表８には経営者の平 的

名目報酬が示されている。それによると，1995

年における国有企業経営者の平 報酬は1.38万

元であり，従業員の平 賃金のわずか２倍に過

ぎなかった。この金額は都市集団企業や三資企

業のそれとほとんど同じであり，株式企業や郷

村企業，そして私営企業より遥かに低い。1999

年になると，景気の低迷を反映して私営企業経

営者の平 報酬が大幅に減少したが，その他の

企業は変わらないか，若干上昇している。それ

でも国有企業経営者の平 報酬は非常に低いも

のである。

表８ 経営者の報酬額と報酬制度

（％）

報酬額

（万元）

固定

賃金制

基本賃金

プラス

ボーナス制

職場賃金

プラス

ボーナス制

利潤関連

賃金制
年俸制

定額

上納制

全標本

1995年 2.00 ２ 59 18 ３ ９ 10

1999年 2.04 ２ 46 18 ３ 15 17

国有企業

1995年 1.38 ３ 57 29 ３ ９ ０

1999年 1.60 ３ 51 23 ０ 20 ３

都市集団企業

1995年 1.36 ８ 69 23 ０ ０ ０

1999年 1.43 ８ 62 23 ０ ８ ０

郷村企業

1995年 2.65 ０ 59 15 ４ ４ 19

1999年 2.56 ０ 37 15 ４ ７ 37

株式企業

1995年 2.05 ０ 70 15 ３ 12 ０

1999年 2.26 ０ 52 24 ３ 21 ０

三資企業

1995年 1.49 ０ 90 ０ ０ 10 ０

1999年 1.83 ０ 80 ０ 10 10 ０

私営企業

1995年 3.14 ０ ７ 14 ０ 21 57

1999年 2.31 ０ ０ ７ ０ 14 79

（注）1)経営者の賃金は実現利潤額，または上納利潤額に基づいて決められる制度。

2)一定額の利潤，賃貸料，または税金を納めた後，残りが全部経営者の収入となる制度。
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報酬の支払い方式を見てみよう。経営者への

報酬支払い方式には以下のようなものが存在す

る。⑴固定賃金制（固定工資制）：これは企業の経

営結果と関係なく，一定額の賃金が支給される

制度である。⑵基本賃金プラスボーナス制（基本

工資加奨金）：これは最も一般的な報酬支払い方

法であるが，年齢や勤続年数などに基づく基本

賃金に，企業の業績に基づくボーナスを加えた

ものである。経営者のボーナス額は一般に労働

者のそれの２～３倍程度である。⑶職場賃金プ

ラスボーナス制（崗位工資加効益奨）：これは企業

の異なる職場に異なる給与水準を適用し，経営

効率に基づいてボーナスを支給する制度である。

この制度の下では，国家の賃金基準に厳格に縛

られることなく，高いポストに比較的高い賃金

やボーナスが適用されるため，⑵と比べ経営者

にとって有利である。⑷利潤関連賃金制（工資与

利潤掛勾）：この方法では，経営者は利潤額また

は上納利潤額に比例して所得を得るため，利潤

を追求する動機が強いと えられる。⑸年俸制：

これは近年導入され始めた制度であり，契約期

間内に経営者に比較的高い報酬を支払うもので

あり，経営者のやる気を高める手段であるとさ

れている［中国社会科学院国有企業改革課題組

2000］。⑹定額上納制度：この方式は経営者個人

が企業を請け負ったり，リース経営したりする

場合や私営企業に適用されている(注12)。報酬額

が完全にその経営結果にかかっているため，経

営者のやる気が最も高いと予想される。

表８によると，1995年の時点において，固定

賃金制を採用する企業はわずかしかなく，全標

本企業の６割が⑵を採用していたが，その後徐々

に減少している。⑶を採用する企業は約２割で

あり，大きな変動がないが，年俸制と定額上納

制を採用する企業の割合はいずれも上昇してい

る。⑷を採用する企業はわずか３％しかない。

所有形態別に見ると，国有企業と都市集団企業

は基本的に同じような傾向を示している。つま

り，1995年では，⑵と⑶を合わせて９割もある

が，その後徐々に低下し，99年になると約８割

にまで減少した。ただし，国有企業と株式企業

においては，年俸制が徐々に増加してきている。

郷村企業の場合，⑵と⑶が合わせると圧倒的に

多いが，近年，所有権改革の進展を反映して，

請負やリース経営の形で経営権を取得する企業

が多くなっているため，⑹の方式が多くなって

いる(注13)。

７．企業の経営状況

それでは，所有形態の異なる企業間，そして，

同じ形態の企業の異時点間における経営状況は

どうだろうか。表９には標本企業の経営状況が

示されている。

⑴企業規模

従業員数で示す企業規模は所有形態間で大き

く異なっている。1995年における全標本企業の

平 人数は6000人弱であったが，その中で，株

式企業の従業員規模が最も大きく，逆に郷村企

業や私営企業では非常に小さい。その後，企業

のリストラや合理化を反映して従業員が大幅に

減少した。その中では，元々多くの過剰人員を

抱えている国有企業，都市集団企業，そして株

式企業において従業員数が減少した。これに対

して，郷村企業と三資企業においては，余剰人

員が少なかったため，従業員数は逆に増えてき

た。ただし，私営企業では従業員は減少してい

る。私営企業の半数は1995年以降郷村企業から

転換されたものであることから，私有化の過程

で，郷村企業の従業員は一層削減されたと え

国有企業における経営者の能力・努力と経営効率
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られよう。

⑵資本集約度

資本集約度は企業の技術的特徴を表わす指標

であると えられる。表９からわかるように，

1995年では，資本集約度の最も高いのは三資企

業であり，それに次ぐのは株式企業である。中

国における株式制度の導入は規模の大きい企業，

そして，資本集約的な企業において進んでいる

ことがわかる。国有企業の資本集約度も比較的

高いが，郷村企業や都市集団企業，そして私営

企業のそれは低い。しかし，1999年になると，

それぞれの企業の資本集約度はいずれも上昇し

てきた。この中で上昇率が大きいのは三資企業，

株式企業と国有企業，都市集団企業であるが，

郷村企業や私営企業の上昇率は逆に低い。

⑶総資本利潤率

企業規模や資本集約度，そして経営者の特質

などの違いは究極的には企業の経営効率に反映

されるものと えられる。企業の経営効率を表

わす指標として，ここでは利潤額を総資産額で

割った総資本利潤率（以下では単に 利潤率 と

呼ぶ）を用いることにする(注14)。それによると，

1995年における全標本企業の利潤率はわずか3.34

％であるが，その後さらに低下してしまった。

ひとつの原因は中国における競争の激化と景気

低迷が挙げられる。一方，異なる所有形態間に

表９ 標本企業の経営状況

従業員数

（人）

資本集約度

（万元）

総資本利潤率

（％）

全標本

1995年 5,859 6.6 3.34

1999年 5,237 10.3 1.12

国有企業

1995年 4,102 6.2 0.77

1999年 3,655 9.9 －9.06

都市集団企業

1995年 2,861 4.3 2.72

1999年 2,712 6.4 －14.34

郷村企業

1995年 280 5.3 0.77

1999年 296 7.4 12.55

株式企業

1995年 17,370 8.9 5.96

1999年 15,363 13.4 4.16

三資企業

1995年 1,021 11.6 2.73

1999年 1,171 23.1 2.69

私営企業

1995年 119 3.2 9.76

1999年 101 4.4 10.78
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おける利潤率の水準やその動きが大きく異なっ

ている。表９によると，1995年において利潤率

が最も高いのは私営企業であり，それに次ぐの

は株式企業である。逆に最も低いのは国有企業

と郷村企業である。国有企業の利潤率が低いこ

とは，このような企業の固有の非効率性による

ところが大きいが，同時に，利潤以外の様々な

社会的負担も一因になっていると えられる［Lin,

CaiandLi1998］。郷村企業の利潤率が低かった

のは，鉄鋼製品の供給過剰により，一部の企業

が大きな打撃を被ったことによるものと えら

れる。都市集団企業と三資企業の利潤率も非常

に低い水準に止まっている。しかし，1999年に

なると，様相が大きく変わった。国有企業と都

市集団企業の利潤率が大きく低下し，平 して

マイナスの水準に陥ってしまったのに対して，

郷村企業のそれが逆に大きく向上した。私営企

業は引き続き高い水準にあり，しかも若干向上

したのに対して，株式企業と三資企業のそれは

若干の低下が見られた。

仮説の提起

企業理論によれば，企業とは様々な生産要素

の所有者の間で結ばれている契約の束である

［Coase1937;GrossmanandHart1986］。契約

が不完全であるため，一方の当事者が契約で明

示的に決められていないことが起きた場合に決

定を下さねばならず，また，同じ理由から一方

の当事者が他の当事者に固定的な支払いをした

後の残余利益を受け取らねばならない。前者か

ら残余コントロール権が，後者から残余請求権

が生まれる。取引コストを下げるために残余コ

ントロール権と残余請求権が一致しなければな

らない［MilgromandRoberts1992］。様々な生

産要素の中で資本の所有者しかリスクを受け取

ることができないため，企業の残余コントロー

ル権と残余請求権を資本の所有者が持つべきで

あると言われている［Dow 1993］。

中国では，国家が国有資産の所有者であるも

のの，直接所有権を行使することが難しく，そ

の権限を特定の政府機関（つまり，企業の上級部

門）の官僚に委ねるしかない。そのため，国家が

企業の残余請求権を持つが，残余コントロール

権は企業の上級部門が握っている。ここから，

企業の残余請求権と残余コントロール権の分離

が発生してしまう。長年の改革により，国有企

業の経営自主権が大幅に拡大されてきたが，こ

のことは企業の残余コントロール権が上級部門

から企業の経営者に徐々に移されることを意味

する。ただし，上級部門は国有企業の最終コン

トロール権，つまり経営者を任命する権限をも

っている。

このような制度の下で，国有企業をめぐって

は二重の代理関係が生まれてくる。ひとつは，

国家と企業の上級部門との間の代理関係であり，

もうひとつは上級部門と経営者との間の代理関

係である。両方の代理関係において，情報の非

対称性や利益の不一致から代理問題が生じ，そ

の結果，経営者の選抜問題とインセンティブ問

題が発生してしまう。つまり，最も有能な人物

が経営者に抜擢されず，抜擢された経営者が経

営活動に対し最大限の努力を払わない可能性が

存在する。特に，経営者の選抜問題は主として

国家と企業の上級部門の間にある代理関係によ

るものである。

前節の調査結果からわかるように，国有企業

の経営者は主として上級部門によって任命され

国有企業における経営者の能力・努力と経営効率
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ている。この特徴は３つの側面から，選抜され

る経営者の能力に影響するものと えられる。

第１に，上級部門は必ずしも能力を経営者選抜

の唯一の基準としないことである。中国では，

国有企業の経営者は 国家幹部 （国家公務員）と

して扱われ，その選抜には原則として公務員の

選抜基準が適用されている。1980年代の初め頃

から，党組織や行政機関の幹部職員の選抜基準

として， 革命化，若年化，知識化，専門化 の

いわゆる 四化基準 が公表され，今日でも基

本的に変わらない。この中の 革命化 と 若

年化 は能力と無関係であり， 知識化 と 専

門化 はバーナードのいう 専門的能力 と関

連するが， 一般的な能力 とは必ずしも対応し

ない。従って，このような基準に基づいて選ば

れた経営者は必ずしも高い経営能力を有する人

材とは限らない。それに，すべての国有企業に

は一定の行政的ランクが与えられているため，

候補者はそれに相当する行政的地位を持つこと

も要求される。こうした制約が経営者の選抜範

囲そのものを小さくしたことは言うまでもない。

第２に，仮に経営能力を唯一の選抜基準とし

ても，実際に経営能力を評価する客観的な指標

は存在しない。もちろん，候補者の過去の仕事

ぶりや業績，そして，企業の現状に対する認識

や今後の計画などを総合的，徹底的に 察する

ことにより，ある程度彼らの能力を評価するこ

とができるが，問題はそうするために，上級部

門の高い評価能力と緻密な作業が必要となるこ

とである。このことは，多数の企業を管轄する

上級部門にとって必ずしも現実的ではない。こ

のような客観的な指標が欠如する状況の中で，

学歴という能力と関連しそうな客観的な指標が

用いられがちであり，しかも，それを過剰に重

視する傾向がある。このことは，政府関係者の

学歴と能力を完全に同等視してはならない

との警告からも窺える［陳 1983］。しかし，経営

者の選抜に関するその後の政府規定の中で，学

歴は依然としてひとつの重要な基準となってい

る。例えば，1992年に出された政府の意見書の

中で，現職経営者の短期研修の実施とそれに基

づく任用制度の確立が要求されている。それと

同時に，将来のために，高い学歴を有する多く

の企業管理人材を育成し，用意しておかなけれ

ばならない。条件を作って，毎年企業から実践

的経験のある優秀な中青年幹部を選び，短大，

大学，修士および第２の学士の教育を受けさせ，

世紀にわたる中高級企業管理人材を育成する ，

と要求されている［全国企業管理幹部培訓工作領導

小組 1992］(注15)。1996年と99年に出された政府の

経営者研修計画の中にも直接的または間接的に

学歴と関連する項目が見られる［国家経貿委

1996；1999］(注16)。

このように，国有企業経営者の選抜や任用に

関する政策においては，経営者の教育水準が極

めて重要視されている。このことは，党管幹部

（共産党が幹部を管理する）という大原則の下で，

一層硬直化したと思われる。

第３に，仮に上級部門に候補者を評価する能

力があるとしても，現在の所有構造の下では，

これらの部門やその責任者たちには最も優秀な

人材を経営者に選抜する十分なインセンティブ

が存在するとは限らない。これは国有企業経営

者問題の最も重要な側面である。多くの研究が

指摘するように，国有企業の代理問題は委託人

の問題である［ 1995；張 1997］。つまり，上級

部門は国有企業に対する残余コントロール権を

持つが，残余請求権を持っておらず，しかも，
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これらの部門やその責任者たち個人の利益が企

業の経営状況と関連する制度的な仕組みも整備

されていない。そのため，有能な経営者を任命

するよりも，上級部門やその責任者に忠実な人

物を任命した方がむしろ有利である。しかし，

これらの人物は必ずしも経営能力があるという

保証はない。

以上のことから，次のような仮説を提起する

ことができる。つまり，国有企業においては，

必ずしも最も高い経営能力を持つ人材が経営者

に選ばれてはいない（第１仮説）。

また，前節の調査結果からわかるように，郷

村企業などと比べ国有企業は規模が大きく，経

営者の教育水準も高い。にもかかわらず，彼ら

の報酬水準はきわめて低く，しかも，その支払

い方法も彼らの業績との関係が薄い。もちろん，

国有企業の経営者の報酬には，名目賃金以外に

様々なものがあるため，実際の報酬はこれより

遥かに高い。しかし，経営者にとって，名目報

酬は最も安心して受け取れる所得であるが，従

業員の平 的水準を大きく上回る実物所得や過

剰な在職消費は様々な論議を呼ぶ可能性があり，

不法所得の場合はさらに法的な追求対象になり

かねない。このような報酬を得るために，経営

者はより多くの時間的，心理的なコストを払わ

ねばならない。それに加えて，国有企業の経営

者は国家公務員であり，原則として60歳に達し

たら退職しなければならないため，このような

報酬も在任期間内にしか得ることができない。

このことは経営者たちのやる気を大きく損なう

ことは言うまでもない。

それよりも重要なのは，現在の国有企業にお

いては，経営者は企業の残余請求権をほとんど

持っていないため，企業の収益を向上させるよ

り，自分自身の利益を行動の基準にする傾向が

ある［朱 1998］。これに対して，残余請求権を持

つ国は経営者を直接監督できず，その代理人で

ある企業の上級部門も上述のように経営者を監

督するインセンティブを持っていないため，経

営者が努力水準を引き下げる可能性が大きい。

こうしたことから，本研究のもうひとつの仮

説を提起することができよう。つまり，国有企

業の経営者は最大限の経営努力を払っていない

（第２仮説）。

一方，郷村企業も財産権の曖昧な企業形態で

あると言われている［WeitzmanandXu1994;

Chang and Wang1994;Che and Qian1998;

ChenandRozelle1999］。しかし，国有企業と比

べ，郷村企業の財産権構造はかなり異なってい

る［洪・袁 1997］。第１に，郷村企業の財産権は

郷村の住民に属するが，地域や人口規模が小さ

いため，地元住民が企業の財産や経営状況に対

して比較的監督しやすい［林・蔡・李 1999］。第

２に，郷村政府は住民の委託を受けて所有権を

行使するが，企業の経営状況が郷村政府の財政

収入やその責任者たちの個人的な利益と直接関

連しているため，残余コントロール権と残余請

求権が比較的一致していると えられる。した

がって，郷村政府は経営能力の優れた人材を経

営者に任命するインセンティブが強い。それに，

個人間の頻繁な日常的接触も候補者の能力に関

する情報の非対称性をかなりの程度まで克服す

ることができる。第３に，郷村政府が企業を作

る目的は利益の獲得にあり，経営者の選抜や報

酬制度に関して国がほとんど関与しないため，

市場経済の方法で経営者に十分なインセンティ

ブを提供することが可能である。また，企業の

成長とともに，企業経営に関する意思決定権が

国有企業における経営者の能力・努力と経営効率
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徐々に郷村政府から経営者に移転しつつある。

その結果，経営者の持つ残余コントロール権と

残余請求権が共に大きくなってきている(注17)。

このことから，郷村企業においては，経営者の

選抜と奨励制度が比較的有効に機能しているも

のと えられる(注18)。

仮説の検証

１．仮説の検証方法

経営者の特質による企業の経営効率への影響

を究明するために，本研究では以下のような利

潤率関数を計測することにする。

PKR＝c＋ΣdiXi＋ε i=1,2,…m ⑴

ここで，cは定数項，Xiは企業の利潤率に影響

すると思われる諸変数を表わし，次のようなも

のが含まれている。⑴経営者の特質に関する諸

変数。この中には，前述のような経営者の能力，

努力，経営環境と関連する諸変数が含まれてい

る。こうした変数の係数の符号や大きさ，そし

てその統計的有意水準を検討することにより，

経営者の特質と経営効率との関係を検証するこ

とが可能である。⑵企業制度に関する諸変数。

企業制度が異なると，企業の行動目的や行動パ

ターンが異なり，その結果，経営効率も大きく

異なる可能性がある。そのため，企業制度の違

いの利潤率への影響をコントロールする必要が

ある。⑶企業の特質に関する諸変数。これは⑴

と⑵以外に企業の経営効率に影響すると えら

れる諸変数である。例えば，企業の資本集約度

や企業規模，そして，企業の製品構成や立地，

操業年数などがこの中に含まれる。資本集約度

は従業員１人当たりの名目粗固定資本で表わし

ており，その中に含まれている価格の影響を

慮するため，純固定資本比率（純固定資産額/粗固

定資産額）を用いることにした。また，分析に用

いられるのは1995～99年までのパネルデータで

あるため，異時点間における企業の経営効率の

変化を 慮する年次ダミーも用いることにした。

本稿では経営者の能力と努力による企業の経

営効率への影響を分析するのが目的であるが，

実際には，業績のよい企業では優秀な経営者を

選任し，選任された経営者のやる気を高めるよ

うな制度がすでに整備されているかもしれない。

もし，そうだとするならば，経営者の特質を表

わす諸変数は逆に企業の特性に影響される可能

性がある。このようなことを 慮して，企業の

個別効果をコントロールするFixed Effect

Modelを用いる必要があろう。このようなモデ

ルを用いることにより，企業の特質と関連する

製品構成ダミー，地域ダミー，操業年数は説明

変数から除かれることになる。

また，第 節の議論からもわかるように，国

有企業と郷村企業とでは，経営者の素質や企業

の運営方法などの面で大きく異なっているため，

多くの変数はこれらの企業の間で異なる意味を

持つかもしれない。そのため，国有企業と郷村

企業についてそれぞれ計測する必要がある。た

だし，必要な標本数を確保するためには，国有

企業から転換された株式企業や三資企業が国有

企業に，郷村企業から転換された株式企業や三

資企業，そして私営企業を郷村企業に入れるこ

とにした。このようにして得られた各年の標本

数は国有企業59社，郷村企業49社である。

こうした 慮の結果，本論文で最終的に用い

られる説明変数は以下の通りである。

⑴経営者の特質に関連する諸変数(注19)

・能力関連変数
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在職年数：経営者在職年数の対数

大学･修士ダミー：大学・修士卒を１，その

他を０

短大ダミー：短大卒を１，その他を０

高校･専門学校ダミー：高校・専門学校卒を

１，その他を０

理工系ダミー：冶金学およびその他理工系

を１，その他を０

経済･経営ダミー：経済・経営を１，その他

を０

・努力関連変数

年齢：経営者の年齢の対数

効率賃金ダミー：職務賃金プラスボーナス

制，利潤関連賃金制，定

額上納制を１，その他を

０

年俸制ダミー：年俸制を１，その他を０

報酬額：経営者の年間報酬額の対数

・経営環境関連変数

上級部門任命ダミー：上級部門による任命

を１，その他を０

党書記兼任ダミー：企業の党書記を兼任す

る場合を１，その他を

０

内部昇進ダミー：企業内部からの昇進者を

１，その他を０

⑵企業制度変数

株式企業ダミー：株式企業を１，その他を

０

三資企業ダミー：三資企業を１，その他を

０

私営企業ダミー：私営企業を１，その他を

０

⑶企業特質関連変数

資本集約度：従業員１人当たりの粗固定資

産額の対数

企業規模：年末労働者数の対数

純資本比率：固定資産淨値/固定資産原値

⑷年次ダミー

1996年ダミー：1996年を１，その他を０

1997年ダミー：1997年を１，その他を０

1998年ダミー：1998年を１，その他を０

1999年ダミー：1999年を１，その他を０

２．利潤率関数の計測結果

国有企業における経営者問題の本質を明らか

にするために，ここでは，まず，残余コントロ

ール権と残余請求権が比較的一致している郷村

企業について分析してみよう。

⑴郷村企業に関する計測結果

表10の郷村 からわかるように，在職年数の

係数は負であるが，統計的に有意ではない。こ

のことは経験の蓄積と企業の経営効率との間に

明確な関係が存在しないことを表わしている。

教育水準を表わす短大ダミーと高校・専門学校

ダミーの係数はいずれも正で，しかも，統計的

に有意である(注20)。このことは，郷村企業にお

いて，経営者の教育水準が高いほど，企業の経

営効率が高いことを意味する。このような計測

結果は人的資本の理論に一致しており，郷村企

業では有能な経営者が選ばれている可能性が高

いことを示している。本来，経営能力を基準に

経営者を選任する場合，経営者の学歴と経営効

率との間で必ずしも正の相関関係が見られると

は限らない。それは，経営能力の中に教育の効

果がすでに含まれているからである。にもかか

わらず，郷村企業においてこのような関係が見

られるのは，農村に立地する郷村企業では高い

教育を受けた人材が極端に不足していることと

国有企業における経営者の能力・努力と経営効率
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表10 FixedEffectModelによる利潤率関数の計測結果（郷村企業：観測値240）

郷村 郷村 郷村 郷村

在職年数 －1.544 －1.659 －1.532 －1.634

(1.120) (1.183) (1.120) (1.173)

短大ダミー 12.922 13.506 11.654 12.163

(1.891) (1.966) (2.046) (2.107)

高校･専門学校ダミー 11.156 11.854 11.482 11.923

(2.221) (2.352) (2.361) (2.434)

理工系ダミー －2.697 －4.923

(0.178) (0.319)

文科系ダミー －2.150 －1.788

(0.411) (0.337)

年齢 15.179 16.925 14.805 15.510

(1.518) (1.685) (1.787) (1.846)

報酬額 5.010 4.805

(1.813) (1.786)

効率賃金ダミー 4.572 4.331

(1.183) (1.145)

年俸制ダミー －1.763 －1.949

(0.290) (0.322)

上級部門任命ダミー 4.700 4.025 4.241 4.316

(0.862) (0.723) (0.938) (0.924)

内部昇進ダミー －4.168 －6.430 －3.861 －6.195

(0.858) (1.210) (0.809) (1.191)

株式企業ダミー －4.235 －4.992 －4.227 －4.973

(1.090) (1.244) (1.095) (1.247)

私営企業ダミー －7.112 －10.707 －7.194 －10.433

(1.488) (2.257) (1.571) (2.276)

企業規模 －9.716 －9.502 －9.537 －9.359

(2.286) (2.181) (2.270) (2.169)

資本集約度 －15.776 －17.209 －15.509 －16.937

(3.735) (3.843) (3.743) (3.862)

純資本比率 10.631 15.339 9.878 14.669

(0.818) (1.078) (0.771) (1.049)

D96 3.500 3.983 3.478 3.965

(1.596) (1.769) (1.595) (1.772)

D97 7.649 8.723 7.602 8.678

(2.870) (3.077) (2.870) (3.084)

D98 9.680 10.891 9.444 10.745

(3.092) (3.217) (3.084) (3.251)

D99 13.918 14.964 13.632 14.805

(3.997) (3.858) (3.986) (3.912)

決定係数 0.590 0.584 0.595 0.589

（注） と はそれぞれ片側検定で１％と５％の水準で統計的に有意であることを示している。
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関連する可能性が大きい。つまり，どの企業も

一般的能力 の高い人材を経営者にしている

が，その中で高い教育を受けた稀少な人材を獲

得した企業の経営効率がより高いと えられる。

一方，経営者の専門分野は企業の経営効率に影

響していない。郷村企業の経営者にとって，特

定の専門分野よりも，高い教育水準を受けたか

どうかがより重要であるかもしれない。

年齢の係数は正であるが，統計的には有意で

はない。この結果が得られたのは，郷村企業の

経営者に定年がなく，年齢とともに努力するイ

ンセンティブが低下する可能性が少ないためで

あると えられる。報酬額の係数は正で，しか

も，５％の水準で統計的に有意であることから，

経営者の名目報酬が高いほど企業の経営効率が

高いことがわかる。これらのことは，郷村企業

において有効なインセンティブシステムが存在

していることを示している。経営者の経営環境

と関連する任命形態は企業の経営効率と無関係

である。企業制度ダミーの係数は予想に反して

いずれも負であるが，統計的に有意ではない。

また，資本集約度と企業規模はいずれも企業の

資本利潤率に負の影響を及ぼしている。つまり，

郷村企業においては，資本集約度が高いほど，

そして，企業規模が大きいほど企業の利潤率が

低い。さらに，純資本比率は利潤率に影響しな

い。この他に重要なのは，年次ダミーの係数で

ある。計測結果によると，郷村企業の利潤率は

この５年間徐々に高まってきている。

経営者の報酬額は内生変数の可能性があるた

め，郷村 では，より外生的と思われる報酬制

度ダミーを２つ用いることにしたが，いずれも

統計的に有意ではない。ただし，これらの変数

を用いることにより，郷村 で統計的に有意で

ない年齢の係数は正で統計的に有意となった。

この他に，私営企業ダミーや1996年ダミーの係

数も統計的に有意となった。

さらに，教育水準と専門分野との間に相関関

係がある可能性を 慮して，それらを除いて再

推計した。郷村 と の計測結果によると，郷

村 における経営者の年齢の係数は統計的に有

意となったが，それ以外の計測結果は郷村 と

のそれと基本的に同じである。

⑵国有企業に関する計測結果

国有企業に関する計測結果についてみると（表

11），国有 では，在職年数の係数は正で，しか

も，高い有意水準を示している。このことは，

経営者の能力と関連すると思われる在職年数が

企業の経営効率と大きく関連していることを示

している。この計測結果はGrovesetal.（1995）

と一致している(注21)。郷村企業と異なった結果

が得られたひとつの理由は，恐らく国有企業の

規模が大きく経営環境も複雑なため，経験の蓄

積が必要であるためかもしれない。

また，驚くべきことに，経営者の教育水準を

表わす大学・修士ダミーと短大ダミーの係数は

郷村企業のそれとは逆にいずれも負であり，し

かも，それぞれ１％と５％の水準で統計的に有

意である。このことは，経営者の学歴が高いほ

ど企業の経営効率が低いことを示している。も

し，国有企業において，経営能力を基準に経営

者を選任するとしたら，学歴の係数はゼロと有

意な差が存在しないはずである。ここで負でし

かも統計的に有意な結果が得られたのは次のよ

うな理由によるのではないかと えられる。ひ

とつは，政府が経営者の学歴を過度に重視する

状況の中で，経営者になるために，または経営

者の地位を維持するために，経営能力の低い者

国有企業における経営者の能力・努力と経営効率
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表11 FixedEffectModelによる利潤率関数の計測結果（国有企業，観測値290）

国有 国有 国有 国有

在職年数 1.880 1.946 1.929 1.982

(3.106) (3.200) (3.258) (3.323)

修士･大学ダミー －6.499 －6.557 －5.491 －5.431

(2.694) (2.715) (2.437) (2.406)

短大卒ダミー －4.891 －4.942 －4.418 －4.382

(1.973) (1.990) (2.087) (2.057)

理工系ダミー 1.102 1.254

(0.357) (0.405)

文科系ダミー －1.250 －1.362

(0.437) (0.474)

年齢 －18.837 －19.828 －16.232 －16.591

(3.170) (3.193) (2.893) (2.844)

報酬額 0.551 0.492

(0.361) (0.322)

効率賃金ダミー －0.873 0.399

(0.356) (0.164)

年俸制ダミー 2.381 2.100

(0.785) (0.694)

上級部門任命ダミー －8.198 －8.321 －8.535 －8.600

(2.177) (2.210) (2.273) (2.286)

党書記兼任ダミー 2.211 2.260 2.482 2.534

(1.223) (1.249) (1.491) (1.519)

内部昇進ダミー 6.385 6.314 6.099 6.006

(3.986) (3.944) (4.028) (3.961)

株式企業ダミー 1.288 1.237 1.688 1.607

(0.610) (0.572) (0.811) (0.752)

三資企業ダミー －0.945 0.220 －1.042 0.325

(0.174) (0.039) (0.192) (0.057)

企業規模 12.735 12.591 12.390 12.265

(3.512) (3.500) (3.432) (3.421)

資本集約度 3.759 4.016 3.540 3.740

(1.628) (1.730) (1.538) (1.617)

純資本比率 3.476 2.833 3.867 3.376

(0.516) (0.421) (0.575) (0.502)

D96 －0.297 －0.397 －0.326 －0.405

(0.250) (0.332) (0.274) (0.338)

D97 －1.657 －1.743 －1.689 －1.753

(1.300) (1.362) (1.326) (1.372)

D98 －3.814 －3.894 －3.970 －4.044

(2.667) (2.724) (2.818) (2.869)

D99 －7.176 －7.473 －7.372 －7.629

(4.756) (4.840) (4.950) (4.995)

決定係数 0.596 0.596 0.596 0.595

（注） と はそれぞれ片側検定で１％と５％の水準で統計的に有意であることを示している。
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ほどより高い学歴を入手するインセンティブが

強い，という逆選択が存在する可能性がある。

もうひとつ えられるのは，企業の上級部門は

本当の意味での所有者ではなく，自らの利益を

追求するため，経営能力が低いが上級部門に近

い人物を経営者に任命する可能性がある。特に，

業績のよい企業ほど，このような人物を送り込

む動機が強いと えられる。この場合に最も使

われやすい口実は学歴である［張 1999，126］。い

ずれの場合でも，経営者の学歴と経営効率との

間に負の相関関係が存在することは，国有企業

において最も有能な人材が経営者に任命されて

いないことを意味する。一方，経営者の専門領

域を表わす諸変数はいずれも統計的に有意では

なく，郷村企業と同じく，国有企業経営者自身

の専門領域は企業の経営効率にほとんど影響し

ていない。以上のような計測結果は本研究の第

１仮説を支持している(注22)。

経営者の努力と関連する諸変数についてみる

と，年齢の係数は負で，統計的に高い有意水準

を示している。このことは，国有企業において，

年齢の若い経営者がより努力し，企業の経営効

率の向上に寄与していることを示している。国

有企業の経営者の平 年齢は50歳代であり，西

側諸国の経営者と比べ決して高いわけではなく，

高齢のために能力が低下したとは えにくい。

事実，郷村企業の場合，経営者の年齢と経営効

率との間に正の関係さえ見られる。そのため，

このような結果は国有企業における有効なコー

ポレート・ガバナンスの欠如に由来するものと

えられよう。つまり，国有企業においては，

所有者による監督が不十分であるだけではなく，

様々な制度的制約により，経営者に対する合理

的な奨励制度も整備されていないため，経営者

には努力水準を下げるインセンティブが存在す

る。また，定年があるため，努力の将来収益の

現在価値が年齢と共に低下してしまう可能性が

極めて強い。経営者の定年後の生活保障制度が

未整備な状況の中で，経営者は年齢と共に退職

後のための資金準備を強化する傾向がある。い

わゆる 59歳現象 はまさに経営者のこのよう

な行動の結果であると言えよう。

郷村企業に関する計測結果と違って，国有企

業経営者の報酬額の係数は統計的に有意でない。

このような結果になった理由は，国有企業の経

営者の報酬が企業の経営効率とうまく結び付い

ていないためであると えられる(注23)。これら

の計測結果は，本研究の第２仮説を支持してい

る(注24)。

上級部門任命ダミーの係数は負で，しかも，

統計的に有意である。このことは上級党組織や

政府部門が経営者を任命した場合，企業の経営

効率が低いことを示している。内部昇進ダミー

の係数は正で統計的に有意であり，内部昇進者

による経営がより効率的であることを示してい

る(注25)。党書記兼任ダミーの係数は正であるも

のの，統計的に有意ではない。このようなこと

は，国有企業において，経営者が党書記を兼任

するかどうかは企業の経営効率にはっきりとし

た影響を及ぼしていないことを示している。

他の説明変数についてみると，資本集約度の

係数は正であるものの，統計的に有意ではない。

企業規模は経営効率に有意に影響している。ま

た，制度変数はいずれも経営効率に有意な影響

を与えていないが，年次ダミーの係数はいずれ

も負であり，しかも，1998年と99年ダミーの係

数はいずれも統計的に有意である。郷村企業と

違って，国有企業の経営効率は近年ますます低

国有企業における経営者の能力・努力と経営効率
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下してきたことがわかる。

国有 では，報酬額の代わりに報酬支払い方

式を表わす２つのダミー変数を入れたが，いず

れも統計的に有意ではない。このことは，これ

らの制度は少なくとも現時点において，必ずし

も経営者の努力するインセンティブを強める効

果を持たないことが示されている。事実，国有

企業で実施されている年俸制の効果について疑

問視する声も少なくない［李由 2000；党・梁

2000］。また，経営者の専門領域を除いた国有

と の計測結果は国有 と とほとんど同じで

ある。

お わ り に

本研究では，中国鉄鋼企業を対象に，独自に

調査した資料に基づいて経営者の特質と企業の

経営効率との関係を分析し，国有企業における

経営者問題の本質について以下のような結論が

得られた。

第１に，国有企業では必ずしも最も有能な人

材が経営者に選ばれなかった。経営能力を経営

者の選抜基準とする限り，また，教育が人々の

能力を低下させることがない限り，経営者の学

歴と企業の経営効率との間にこのような負の関

係は見られないはずである。本稿においてこの

ような通念に反する結果が観測されたのは，経

営者の選抜基準が人為的に歪められてしまった

ためであると えざるを得ない。事実，国有企

業に対する既存の管理体制と財産権構造の下で，

残余請求権を持つ国家には国有企業を監督する

能力がなく，また，残余コントロール権を持つ

企業の上級部門には最も優秀な人材を経営者に

任命する能力もインセンティブも存在しないの

である。それだけではなく，上級部門やその責

任者たちの利益は真の所有者である国家の利益

と異なることさえ えられる。その結果，学歴

が高いが経営能力が必ずしも高くない者を経営

者に任命してしまったのである。

第２に，国有企業の経営者は最大限の経営努

力を払わなかった。国有企業の経営者は企業の

所有者ではなく，経営効率を向上させるための

所有者からの有効な監督も極めて不十分である。

一方，国家公務員という身分から，国有企業の

経営者が努力するインセンティブを十分与えら

れていないのが現状である。実際には，名目賃

金以外の報酬を求める経営者は少なくないが，

そうした活動に時間や精力を投入すること自体，

企業の経営効率を損なう可能性があり，しかも，

それでさえ，在職期間内にしか享受できないの

である。そのため，国有企業の経営者は経営努

力の水準を引き下げることが十分あり得る。

第３に，郷村企業においては，有能な経営者

が任命され，任命された経営者が最大限に努力

している可能性が非常に強い。郷村企業も所有

権の曖昧な企業であると言われているが，残余

コントロール権と残余請求権が比較的一致して

いる。また，これらの企業は，国の政策に縛ら

れずに利潤を追求することができるため，学歴

にかかわらず優秀な人材を経営者に抜擢し，抜

擢された経営者のやる気を引き出すようなイン

センティブシステムも比較的整備されている。

このことは，郷村企業と国有企業が同じような

曖昧な所有権を持ちながら，経営業績が大きく

異なる根本的な原因ではなかろうか。

言うまでもなく，国有企業の経営者の中には

少なからず優秀な人材が選ばれており，国や企

業，そして従業員のために一生懸命努力してい
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る経営者も珍しくない。また，上級部門の中に

も同じように国や企業のために努力している官

僚も少なくない。国有企業が今日まで成長して

きた背景には彼らの貢献が非常に大きい。しか

し，問題は既存の所有制度とそれに基づく管理

体制の下では，すべての上級部門が真の所有者

のように最も有能な人材を経営者に選抜するこ

とはできず，そして，選ばれた経営者がすべて

最大限に努力する保証は存在しない。これは国

有企業における経営者問題の本質であると思わ

れる。このような状況を根本的に変えるために

は，国有企業の所有制度を改革し，その上で有

効なコーポレート・ガバナンスを構築すること

が不可欠であろう。

(注１) ここで注意されたいのは，国有株が支配的

な地位にない株式企業や外国と合弁した国有企業の生

産高がこの中に含まれていないことである。これらを

慮すると，国有企業の成長はもっと大きいものとな

る。

(注２) 国有企業の非効率性の原因について，これ

までに２つの代表的な意見が出されている。ひとつ

は，国有企業の所有権が曖昧であるため，企業の経営

結果に対する責任主体が不明確であること［張 1995；

Nakagane2000］，もうひとつは，競争環境が不公平

であるため，国有企業は多くの過剰な人員を抱えるな

ど，様々な政策的負担を強いられていること［Lin,Cai

andLi1998；中国企業連合会課題組 1999］，である。

(注３) 国務院発展研究センター中国企業家調査系

統はこれまで数回にわたって経営者に関するアンケー

ト調査を実施し，それによって中国経営者の実態とそ

の変化が明らかにされた。しかし，これらの調査のひ

とつの大きな欠陥は，中国経済発展の牽引車であり，

企業家精神に最も富むと言われる郷鎮企業の経営者に

関する調査と分析が非常に少ないことである。そのた

め，これらの調査は不完全なものと言わざるを得な

い。

(注４) 以下では，特別の説明がない限り，能力と

努力はそれぞれ経営能力と経営努力を指す。

(注５) 経営環境という概念は，普通企業の直面す

る制度的，経済的環境を指すことが多いが，本稿では

企業の経営者の能力と努力を発揮する環境に限定して

使いたい。

(注６) 言うまでもなく，経営者の特質におけるこ

れらの側面は必ずしもお互いに独立したものではな

く，様々な形でつながっていると思われる。例えば，

有能な経営者はよりよい経営環境を作り出すことがで

きるかもしれないし，やる気のある経営者はより多く

の知識や能力を身につける可能性もある。その意味で

は，ここでの分け方はあくまで相対的で，便宜的なも

のである。

(注７) 言いかえれば，経営者の能力と努力が直接

観察できれば，いわゆるエージェンシー問題は存在し

なくなるのである。

(注８) もちろん，年齢は経営者の能力とも関係す

るかもしれない。なぜなら，年齢の高い経営者の場

合，様々な経験の蓄積があり能力が高いかもしれない

し，逆に，精神的肉体的な衰えがあるため，能力が落

ちてしまう可能性も否定できない。ただし，日本や欧

米企業の経営者の年齢が一般的に高いことから，この

ことはそれほど重要ではないかもしれない。また，国

有企業の中で，若くて経営者に抜擢されることはそれ

だけ有能であることを示しているかもしれない。しか

し，中国企業家調査系統の調査結果によると，10項目

に分かれた能力に対する経営者の自己評価では，能力

と年齢との間に必ずしもはっきりとした傾向は見られ

ない［中国企業家調査系統 1998，143］。

(注９) 例えば，日本とアメリカ大手企業のトップ

経営者の平 年齢はそれぞれ65.1歳（上位119社）と58.

3歳（上位146社）である［深尾・森田 1997，150］。ま

た，日本における全上場企業の役員平 年齢は58.9歳

であることから，社長の年齢はもっと高いと推察でき

よう。

(注10) １人の経営者が複数のポストを兼任するこ

とがあるため，合計は100を越えることがある。

(注11) 例えば，1994年に四川省のある市で３つの

国有企業を対象に年俸制を実験し，経営者に４～５万

元の年俸（この数字は四川省国有企業従業員平 年収

の10倍に相当する）を支給する代わりに，他の報酬を

すべて禁止する案が出されたところ，経営者たちに反

国有企業における経営者の能力・努力と経営効率
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対された。表向きの理由は年俸が高すぎて従業員の理

解を得にくいことであるが，本当の理由はその金額が

経営者の実際の年収より少ないことである［甘 1996，

203］。

(注12) 経営者個人が請負やリース制で経営する場

合には，税引き後利潤から予め決められた額を所有者

に納め，残りはすべて経営者個人のものとなるため，

一種の定額上納制度であると えられる。また，私営

企業の場合は，税引き後利潤から定額ゼロの利潤を上

納すると えることができる。

(注13) このような結果は郷鎮企業の経営形態に関

するこれまでの研究と一致している［ChenandRozelle

1999;Otsuka,LiuandMurakami1998;Hsiaoet

al.1998］。

(注14) 総資本利潤率を計算する際に，分母の総資

産額には企業の自己資本と借入資本の両方が含まれて

いるため，分子の利潤額もそれに対応する必要があ

る。しかし，中国企業統計における利潤額には借入資

本のコストである利息支払額が除かれている。そのた

め，企業統計の利潤額だけを利用すると，同じ経営効

率の企業間でも，借入資本の多い企業と少ない企業の

間で総資本利潤率に差が生じてしまう。この問題を避

けるため，ここでは，利息支払い額を利潤額に加えて

分子とすることにした。

(注15) また，同じ 意見書 の中では，勤勉に働

く従業員（いわゆる 労働模範 ）も育成の対象とされ

ている。

(注16) このようなことを反映して，中国では，企

業経営者が在職しながら大学や大学院に再入学し，学

位を取るケースが非常に多い。その中には，所定の科

目を十分履修せずに，様々な方法で学位を入手するこ

とも珍しくない。

(注17) このことは最終的には郷村企業の事実上の

私有化につながる。現在行われている郷村企業の私有

化改革はこのような事実上の私有化から合法的な私有

化への改革と言えよう。

(注18) 郷村企業の生産性が高いのはこのことと関

連すると思われる［大塚・劉・村上 1995；劉 2000］。

(注19) 言うまでもなく，このような分け方は絶対

的なものではなく，ここで用いられている変数はそれ

ぞれ経営者の特質のいくつかの側面を反映するものか

もしれない。しかし，少なくとも経営者の特質の最も

重要な側面を反映しているものと えられる。

(注20) 郷村企業においては，大学学歴を持つ経営

者は１人しかなく，しかも，５年間変わらなかったた

め，その効果は企業の個別効果に含まれることになっ

た。

(注21) しかし，後述のように，このことは必ずし

もGrovesetal.（1995）や今井（2000）が主張するよ

うに国有企業において有能な経営者が選ばれたことを

意味しない。

(注22) この計測結果は経営者の自らの経営能力に

対する自己評価とも一致している。中国企業家調査系

統が1997年に行った経営者の素質と能力に関する調査

結果によると，経営者の学歴が高いほど，企業の生産・

経営効率と関係の深いマーケティング，経営管理，対

外交渉（公関），人材使用，意思決定などの面における

能力が低い。特に，最初の４項目については，中学卒

の経営者が修士卒（本研究の標本企業経営者の最高学

歴は修士である）の経営者よりいずれも10ポイント以

上上回っている。同様に，自分の経営が成功したかど

うかに関する質問に対して， 非常に成功 と 比較的

成功 と答えた経営者の比率も学歴と逆の相関関係が

ある［中国企業家調査系統 1998，143-144］。当該調査

の大部分の標本は国有企業であることから，上記の関

係は国有企業においても成り立つものと思われる。

(注23) これに対して，日米英の企業に関する研究

によれば，企業のパフォーマンスとトップ経営者の報

酬との間に有意な関係が観測されている［Kaplan

1994；Kubo2000］。

(注24) 経営者に関する既存の調査もこの結果を支

持している。中国企業家調査系統の調査結果による

と，国有企業経営者の30％が経営者のポストに就いた

のは 党組織に任命されたため，やむを得ず引き受け

た という。この数値は集団企業の16％と三資企業の

19％より高い［中国企業家調査系統 1996，表８］。こ

のような回答から，これらの経営者には十分なやる気

がないことが容易に想像できる。

(注25) 中国では，近年経営者市場による経営者選

抜や任用について大きく議論されているが，本研究の

計測結果はそれを支持していない。国有企業の現在の

財産権構造の下で，上級部門の官僚たちが経営者市場

からより有能な人材を選ぶインセンティブが存在する

とは思われない。
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